
敦
煌
写
本
「
王
陵
変
文
」
に
つ
い
て

一

敦
煌
写
本
「
王
陵
変
文
」
に
つ
い
て

伊
藤
美
重
子　
　

は
じ
め
に

敦
煌
写
本
の
中
に
「
漢
将
王
陵
変
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
鈔
本
が
あ
る
（
以
下
「
王
陵
変
文
」
の
通
称
を
用
い
る
）。「
王
陵

変
文
」
は
、「
陵
母
伏
剣
」
の
故
事
を
脚
色
し
た
も
の
で
あ
り
、「
陵
母
伏
剣
」
の
故
事
は
、『
史
記
』
巻
五
十
六
「
陳
丞
相
世
家
」
に

次
の
よ
う
に
あ
る
（
本
稿
で
は
原
文
の
引
用
も
常
用
漢
字
と
す
る
）。

王
陵
者
、
故
沛
人
、
始
為
県
豪
。
髙
祖
微
時
、
兄
事
陵
。
陵
少
文
、
任
気
、
好
直
言
。
及
髙
祖
起
沛
、
入
至
咸
陽
、
陵
亦
自

聚
党
数
千
人
、
居
南
陽
、
不
肯
従
沛
公
。
及
漢
王
之
還
攻
項
籍
、
陵
乃
以
兵
属
漢
。
項
羽
取
陵
母
置
軍
中
、
陵
使
至
、
則
東
鄉

坐
陵
母
、
欲
以
招
陵
。
陵
母
既
私
送
使
者
、
泣
曰
、
為
老
妾
語
陵
、
謹
事
漢
王
。
漢
王
長
者
也
。
無
以
老
妾
故
、
持
二
心
。
妾

以
死
送
使
者
。
遂
伏
剣
而
死
。
項
王
怒
、
烹
陵
母
。
陵
卒
従
漢
王
定
天
下
。

項
羽
が
漢
王
側
に
つ
い
た
王
陵
を
従
わ
せ
よ
う
と
、
陵
の
母
親
を
人
質
に
し
て
陵
を
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
た
が
、
陵
母
は
陵
の
使

者
に
漢
王
は
長
者
で
あ
り
、
自
分
の
た
め
に
節
を
曲
げ
る
な
、
漢
王
に
仕
え
よ
と
言
い
残
し
て
、
自
ら
の
命
を
絶
つ
と
い
う
物
語
で

あ
る
。『
漢
書
』
巻
四
十
に
王
陵
伝
が
あ
り
、「
陵
母
伏
剣
」
の
部
分
は
史
記
の
記
述
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
、
漢
代
の
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画
像
石
に
も
描
か
れ纊
、
陵
母
は
楚
漢
の
興
亡
を
先
見
す
る
賢
婦
、
ま
た
貞
節
を
重
ん
じ
た
烈
女
と
し
て
、
班
彪
「
王
命
論
」（『
文
選
』

巻
五
二
）
に
も
そ
の
記
載
が
み
え
る褜
。
ま
た
、『
蒙
求
』
に
も
「
陵
母
伏
剣
」
と
い
う
標
題
が
あ
り
、
唐
代
で
も
人
口
に
膾
炙
し
た
物

語
で
あ
っ
た
。

『
史
記
』
で
は
簡
潔
に
記
載
さ
れ
て
い
た
「
陵
母
伏
剣
」
の
話
は
、「
王
陵
変
文
」
で
は
、
か
な
り
の
脚
色
が
加
え
ら
れ
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
な
物
語
と
な
る
。
王
重
民
「
敦
煌
本
〈
王
陵
変
文
〉」（『
国
立
北
平
図
書
館
館
刊
』
十
巻
六
号
、
一
九
三
六
）
は鍈
、
史
記
と
変
文
に

は
異
な
る
点
が
多
く
、
こ
れ
は
史
記
か
ら
変
文
に
至
る
八
百
年
間
の
演
変
の
結
果
で
あ
る
と
述
べ
、
史
記
と
変
文
の
両
者
の
違
い
に

つ
い
て
相
違
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
（
後
述
）、
こ
れ
ら
の
相
違
点
は
歴
史
と
小
説
の
違
い
で
あ
り
、
歴
史
か
ら
小
説
に
演
変
す
る
条
件

で
も
あ
る
と
述
べ
、
更
に
明
清
代
の
『
西
漢
演
義
』
に
「
知
漢
興
陵
母
伏
剣
」
の
回
が
あ
り
、
変
文
と
大
筋
で
一
致
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し銈
、
元
・
鍾
嗣
成
『
録
鬼
簿
』
に
、
顧
仲
清
撰
「
陵
母
伏
剣
」
一
本
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
変
文
、
戯
曲
、
演
義
へ
と

継
承
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
既
に
亡
佚
し
て
し
ま
っ
た
が
、『
史
記
』『
漢
書
』
に
は
取
ら
れ
て
い
な
い
逸
話
が
漢
・
陸
賈
『
楚
漢

春
秋
』
載
せ
ら
れ
、
魏
晋
六
朝
以
来
の
雑
伝
の
書
な
ど
に
も
変
文
の
内
容
に
符
合
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

ら
の
書
は
現
存
せ
ず
、
考
察
の
手
立
て
が
な
い
と
述
べ
る
。

王
陵
変
文
は
、
史
記
や
漢
書
の
歴
史
書
に
基
づ
き
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
緊
迫
感
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
場
面
を
加
え
て
い
る
。
王

陵
変
文
は
散
文
と
韻
文
か
ら
構
成
さ
れ
、
先
行
研
究
で
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
絵
画
を
伴
い
、
絵
解
き
の
講
談
と
し
て
聞
き
ご
た

え
の
あ
る
物
語
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る蓜
。
唐
代
で
は
、
王
昭
君
の
物
語
が
書
巻
を
見
せ
な
が
ら
の
語
り
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
李

賀
「
許
公
子
鄭
姫
歌
」、
王
建
「
観
蛮
妓
」、
吉
師
老
「
看
蜀
女
転
昭
君
変
」
な
ど
の
詩
句
か
ら
知
ら
れ
て
い
る俉
。
敦
煌
に
お
い
て
、

王
陵
変
文
も
そ
の
よ
う
な
絵
解
き
物
語
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
絵
解
き
講
談
と
い
う
観
点
か
ら
王
陵
変
文
の
内
容

を
検
討
し
て
み
た
い
。



敦
煌
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三

一　

鈔
本
に
つ
い
て

「
王
陵
変
文
」
の
鈔
本
は
Ｓ
五
四
三
七
、
Ｓ
九
九
四
六
、
Ｐ
三
六
二
七
、
Ｐ
三
八
六
七
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
（
Ｄ
一
八
八
）
の

五
点
で
あ
る
。
Ｓ
九
九
四
六
は
欠
部
が
多
い
存
九
行
の
断
片
で
、
実
際
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
可
能
な
鈔
本
は
四
点
で
あ
り
、
Ｐ

三
六
二
七
と
Ｐ
三
八
六
七
は
同
一
冊
子
で
現
在
で
は
接
合
さ
れ
て
お
り
、
今
知
ら
れ
て
い
る
王
陵
変
文
の
鈔
本
は
三
種
と
な
る
。

各
鈔
本
に
つ
い
て
①
形
状
と
存
行
数
、
②
題
名
、
首
部
と
尾
部
（
項
楚
『
敦
煌
変
文
選
注
（
増
訂
本
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
、

以
下
『
選
注
』）
で
の
頁
数
）、
③
備
考
を
簡
単
に
記
す
。
変
文
の
引
用
は
欠
字
は
〔　
　

〕
に
補
い
、（　
　

）
に
誤
字
を
修
正
す
る
。

○
は
判
読
不
能
の
字
、
不
確
定
の
字
に
は
そ
の
字
の
下
に
「
？
」
を
付
す
。

Ｓ
五
四
三
七

①
小
冊
子
、
存
一
〇
葉
（
縦
一
四
×
横
一
三
㎝
、
葉
六
～
八
行
、
行
八
～
一
四
字
）、
存
一
二
六
行
、
首
全
尾
書
き
止
ま
り
。

② 

首
題
「
漢
将
王
陵
変
」、「
憶
昔
劉
項
起
義
争
雄
…
」（
一
四
一
）
～
「
…
楚

（
将
）
見
漢

（
将
）
走
過
、
然
知
是
」（
一
五

七
）

③
首
葉
（
表
紙
）
に
は
「
漢
将
王
陵
変
」
の
文
字
が
三
回
書
か
れ
、「
開
蒙
要
○
」
の
字
、
名
前
の
習
字
が
あ
る
。

Ｓ
九
九
四
六

①
断
片
、
存
九
行　

②
「
○
鋪
？
便
事
変
初
、〔
欠
〕」（
一
四
二
）
～
「〔
欠
〕
已
訖
、
遠
出
〔
以
下
欠
〕」（
一
四
八
）

③
文
字
の
残
存
状
況
か
ら
一
行
の
字
数
は
二
〇
字
以
上
と
推
定
さ
れ
、
他
の
鈔
本
と
形
状
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｐ
三
六
二
七
＋
Ｐ
三
八
六
七

① 

小
冊
子
、
存
三
五
葉
（
一
五
．
五
×
一
一
．
五
㎝
、
葉
五
～
六
行
、
行
七
～
一
四
字
）、
第
一
葉
～
三
一
葉
ま
で
王
陵
変
文
、
首
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欠
尾
全
、
存
三
六
〇
行
＋
題
記
三
行
。

② 
「（
前
葉
欠
）
帝
冾
背
汗
流
。
漢
帝
謂
二
人
曰
、
…
」（
一
四
一
）
～
「
…
王
陵
在
後
莫
須
憂
，
必
拝
王
陵
封
万
戸
」（
一
八
〇
）。

尾
題
「
漢
八
年
楚
滅
漢
興
王
陵
変
一
鋪
」

③
末
尾
に
題
記
「
天
福
四
秊
（
九
三
九
）
八
月
十
六
日
孔
目
官
閻
物
成
写
記
」。

王
陵
変
文
の
後
に
別
の
文
献
の
書
写
（「
書
儀
」「
壬
寅
年
貮
月
十
五
日
莫
高
窟
百
姓
龍
鉢
略
欠
闕
疋
帛
状
」）
あ
り炻
。

北
京
大
学
図
書
館
蔵
本　

Ｄ
一
八
八

① 

小
冊
子
、
存
八
葉
（
一
五
．
二
×
一
〇
．
五
㎝
、
葉
五
～
七
行
、
行
七
～
一
四
字
）
途
中
に
脱
葉
あ
り
、
首
全
尾
欠
、
存
六
六

行
。

② 

首
題
「
漢
将
王
陵
変
」、「
憶
昔
劉
項
起
義
争
雄
、
…
」（
一
四
一
）
～
「
…
項
羽
帳
中
、
盛
寝
之
次
、
不
覚
」（
一
四
八
）。

③ 

封
面
「
辛
巳
年
九
月
宋
？
白
？
○
、
索
子
○
、
富
？
○
○
」、
封
面
裏
に
首
題
の
習
字
、
尾
葉
に
題
記
あ
り
。

末
葉
「 

太
平
興
国
三
年
（
九
七
八
）
索
清
子
」「
安
神
哥
？
」「
孔
目
官
学
仕
郎
索
清
子
書
記
耳
。
後
有
人
読
誦
者
請
莫
恠
也
了

也
」、「
辛
巳
年
（
九
八
一
）
九
月
廿
日
」、「
辛
巳
年
九
月
」

こ
の
北
大
図
本
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
接
合
す
る
部
分
の
写
本
（
小
冊
子
、
六
葉
）
が
高
井
龍
氏
の
最
近
発
表
し
たV

ictor H
.M

air:  

A
 N

ew
ly Identified F

ragm
ent of the “

T
ransform

ation on W
ang L

ing”

（C
hinoperl P

apers, N
o.12.1983

）
の
翻
訳
「
新
た
に

確
認
さ
れ
た
『
王
陵
変
文
』
の
一
残
簡
」（『
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』
一
三
、
二
〇
一
二
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。M

air

氏
の
論
文

は
未
見
で
あ
る
が
、
高
井
氏
の
解
題
に
よ
る
と
「M

air

氏
が
、
今
か
ら
お
よ
そ
三
十
年
前
に
個
人
所
蔵
文
献
に
確
認
さ
れ
た
「
王
陵

変
文
」
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
影
印
・
校
注
を
附
し
、
併
せ
て
氏
の
変
文
に
対
す
る
見
解
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
」
で
あ
る
と
い

う昱
。
高
井
氏
の
翻
訳
に
はM

air

氏
の
論
文
か
ら
転
載
し
た
写
本
の
画
像
が
載
せ
ら
れ
、
非
常
に
不
鮮
明
な
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
こ



敦
煌
写
本
「
王
陵
変
文
」
に
つ
い
て

五

れ
に
よ
り
『
選
注
』
一
五
七
頁
「
便
請
同
行
。
兩
盈
不
知
」
あ
た
り
ま
で
の
書
写
が
得
ら
れ
る
。

以
上
、
現
在
判
明
し
て
い
る
「
王
陵
変
文
」
の
写
本
の
形
状
は
、
Ｓ
九
九
四
六
を
除
け
ば
、
み
な
小
冊
子
で
あ
り
、
小
冊
子
は
個

人
的
な
メ
モ
や
手
控
え
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ぺ
リ
オ
本
に
は
「
孔
目
官
閻
物
成
写
記
」
と
あ
り
、
北
大
図
本
に
は
「
孔
目

官
学
仕
郎
索
清
子
書
記
耳
」
と
あ
る
。
北
大
図
本
の
「
索
清
子
」
な
る
人
物
が
孔
目
官
で
あ
り
学
士
郎
（
学
生
）
で
あ
る
の
か
、
孔

目
官
の
学
士
郎
な
の
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
「
後
に
人
の
読
誦
す
る
者
有
れ
ば
、
請
う
怪
し
む
こ
と

な
か
れ
」
と
謙
遜
の
辞
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
別
人
が
こ
れ
を
読
誦
す
る
場
合
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
語
り
の
テ
キ
ス
ト
と
し

て
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
う
か
が
え
る棈
。「
孔
目
官
」
は
文
書
を
扱
う
役
人
で
あ
り
、
官
員
が
変
文
の
書
写
を
行
う
目
的
に
関
し
て
は
、

稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

二　

構
成
と
内
容

王
陵
変
文
は
先
述
の
よ
う
に
史
記
に
基
づ
き
脚
色
を
加
え
た
物
語
で
あ
り
、
史
記
に
み
え
る
簡
潔
な
「
陵
母
伏
剣
」
の
物
語
は
変

文
で
は
か
な
り
増
幅
さ
れ
、
史
記
に
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
加
え
ら
れ
、
登
場
人
物
も
増
え
、
筋
書
き
も
複
雑
に
な
り
、
王
陵
変
文

に
は
一
つ
講
談
と
し
て
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。

王
陵
変
文
は
、
散
文
と
韻
文
の
組
み
合
わ
せ
で
一
段
が
構
成
さ
れ
、
計
八
段
か
ら
成
る
。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
散
文

か
ら
韻
文
に
移
る
部
分
に
は
、
き
ま
り
文
句
の
よ
う
な
表
現
が
み
え
る鋹
。
ぺ
リ
オ
本
に
は
「
漢
八
年
楚
滅
漢
興
王
陵
変
一
鋪
」
の
尾

題
が
あ
り
、「
一
鋪
」
の
語
は
絵
を
数
え
る
言
葉
で
あ
り
、
王
陵
変
文
は
絵
を
伴
っ
て
、
絵
を
見
せ
な
が
ら
韻
文
が
詠
じ
ら
れ
る

曻

。

ま
ず
、
各
段
の
散
文
部
分
の
概
要
を
記
し
、
韻
文
に
移
る
前
の
原
文
を
引
用
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
の
王
陵
変
文
の
引
用
は
、
原

鈔
本
（
ペ
リ
オ
本
を
底
本
と
し
、
欠
落
部
分
は
主
に
ス
タ
イ
ン
本
に
よ
る
）
と
照
合
の
う
え
、『
選
注
』
及
び
黄
徴
・
張
涌
泉
『
敦
煌
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変
文
校
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
、
以
下
『
校
注
』）
を
参
照
す
る
。
日
本
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
金
岡
照
光
「
校
勘
訳
注
敦
煌

本
〈
王
陵
変
〉（
一
）（
二
）（
三
）（
四
）」（
以
下
、「
訳
注
」）
を
参
照
し
た彅
。

① 

楚
へ
の
負
け
戦
が
続
き
漢
軍
は
疲
弊
し
て
い
た
。
漢
将
の
王
陵
と
灌
嬰
の
二
人
は
楚
へ
の
斫き
り
こ
み営

（
原
文
の
語
）
を
計
画
、
張
良

に
漢
王
に
そ
の
旨
を
つ
げ
て
辞
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
漢
王
の
殿
前
に
行
く
。
漢
王
は
承
諾
し
二
将
に
弓
矢
を
下
賜
す
る
。「
二
将

辞
王
、
便
往
斫
営
処
。〔
従
此
〕
一
鋪
、
便
是
変
初
（
二
将
は
王
に
辞
し
、
斫
営
に
赴
く
場
面
、
こ
れ
よ
り
一
鋪
、
変
の
初
め
）」

② 

二
将
は
楚
に
到
着
し
、
楚
の
偵
察
隊
（
丁
腰
、
雍
氏
）
を
避
け
て
陣
を
取
り
斫
営
の
時
を
待
つ
。
そ
の
頃
、
項
羽
は
胸
騒
ぎ
を

覚
え
季
布
に
巡
営
を
命
じ
る
。
季
布
は
将
士
を
率
い
巡
営
を
開
始
す
る
が
、
そ
の
中
に
王
陵
と
灌
嬰
の
部
隊
も
紛
れ
込
み
楚
営

に
侵
入
す
る
。
ま
ず
知
更
官
健
（
夜
回
り
の
兵
士丨
）
を
捕
ら
え
る
。「
陵
左
手
攬
髪
、
右
手
擡
刀
。
頭
随
刃
落
、
含
血
洒
流
四
方
。

二
将
斫
営
処
、
謹
為
陳
説
（
陵
は
左
手
に
髪
を
つ
か
み
、
右
手
に
刀
を
振
り
上
げ
る
。
頭
は
刃
に
従
っ
て
落
ち
、
四
方
に
血
し

ぶ
き
が
あ
が
る
。
二
将
が
斫
営
す
る
場
面
、
そ
の
さ
ま
如
何
に
と
言
え
ば
）」

③ 

王
陵
と
灌
嬰
は
斫
営
を
終
え
漢
へ
帰
還
し
よ
う
と
す
る
が
、
各
々
騎
兵
百
騎
を
率
い
る
丁
腰
と
雍
氏
が
警
備
を
か
た
め
て
い
る
。

王
陵
の
計
略
に
よ
り
丁
腰
と
雍
氏
の
追
っ
手
を
振
り
切
る
。「
兵
馬
校
多
、
趂
到
界
首
。
帰
去
不
得
、
便
往
却
迴
、
而
為
転
説

（
楚
の
兵
馬
は
数
多
く
、
楚
漢
の
境
ま
で
追
っ
て
く
る
。
漢
将
は
逃
げ
の
び
捕
え
ら
れ
ず
、
楚
の
兵
士
は
引
き
上
げ
る
。
そ
の
さ

ま
如
何
に
と
言
え
ば
）」

④ 

項
羽
は
鍾
離
末
を
呼
び
、
斫
営
の
被
害
を
報
告
さ
せ
た
。
被
害
の
大
き
さ
に
項
羽
は
激
怒
、
誰
の
過
失
か
と
問
わ
れ
た
鍾
離
末

は
丁
腰
と
雍
氏
の
名
を
挙
げ
る
。
二
将
は
呼
び
出
さ
れ
、
斫
営
は
王
陵
と
灌
嬰
の
仕
業
で
、
二
人
に
だ
ま
さ
れ
て
取
り
逃
が
し

た
が
、
す
べ
て
の
過
失
は
鍾
離
末
に
あ
る
と
告
げ
る
。
項
羽
に
呼
び
出
さ
れ
た
鍾
離
末
は
王
陵
を
お
び
き
出
す
た
め
兵
を
率
い
、



敦
煌
写
本
「
王
陵
変
文
」
に
つ
い
て

七

陵
母
を
捕
ら
え
よ
う
と
陵
の
荘
を
包
囲
す
る
。「
新
婦
検
校
田
苗
、
見
其
兵
馬
、
斂
袂
堂
前
。
説
其
本
情
処
、
若
為
陳
説
（
新
婦

苗
の
様
子
を
見
に
行
け
ば
、
兵
馬
を
目
に
し
、
堂
の
前
で
袖
を
直
し
、
そ
の
情
景
を
説
く
場
面
、
そ
の
さ
ま
如
何
に
と
言
え
ば
）」

⑤ 
鍾
離
末
は
王
陵
の
母
を
捕
ら
え
て
楚
に
帰
る
。
項
羽
は
陵
母
に
陵
に
手
紙
を
書
く
よ
う
強
要
す
る
。「
嚇
恊
（
脅
）
陵
母
言
云
、

肯
修
書
詔
児
已
不
。
其
母
遂
為
陳
説
（
陵
母
を
脅
し
て
言
う
こ
と
に
、
手
紙
を
書
い
て
息
子
を
呼
ば
ぬ
か
と
。
そ
の
母
は
如
何

に
と
言
え
ば
）

⑥ 

覇
王
は
陵
母
の
言
葉
に
激
怒
、
ま
す
ま
す
拷
問
を
加
え
る
。
陵
母
は
苦
し
み
、
天
を
仰
ぎ
息
子
の
名
を
叫
ぶ
。「
応
是
楚
将
聞
者
、

可
不
肝
腸
寸
断
。
若
為
陳
説
（
楚
将
こ
れ
を
聞
き
、
は
ら
わ
た
ち
ぎ
れ
る
ば
か
り
。
そ
の
さ
ま
如
何
に
と
言
え
ば
）」

⑦ 

漢
の
高
祖
は
王
陵
か
ら
の
斫
営
の
知
ら
せ
が
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
張
良
の
言
に
よ
り
盧
綰
を
軍
使
と
し
て
戦
書
を
持
た
せ
楚

営
に
遣
わ
す
。
覇
王
は
盧
綰
と
の
面
会
の
際
、
盧
綰
に
陵
母
の
姿
を
見
せ
る
。
盧
綰
は
返
書
を
受
け
と
り
漢
に
帰
り
、
陵
母
の

捕
縛
を
知
ら
せ
る
。
王
陵
は
盧
綰
を
従
え
楚
に
向
う
。
楚
に
着
く
と
予
兆
を
感
じ
た
王
陵
は
、
盧
綰
一
人
を
偵
察
に
行
か
せ
る
。

再
来
し
た
盧
綰
に
陵
母
は
王
陵
へ
の
伝
言
を
託
し
、
息
子
へ
の
手
紙
を
書
く
と
偽
り
、
項
羽
の
剣
を
借
り
て
自
刎
す
る
。「
陵
母

遂
乃
自
刎
身
終
、
其
時
天
地
失
瑕
之
（
無
）
光
。
而
為
転
説
（
陵
母
は
そ
こ
で
自
刎
し
て
果
て
、
そ
の
時
天
地
は
わ
ず
か
な
光

も
失
っ
た
。
そ
の
さ
ま
如
何
に
と
言
え
ば
）」

⑧ 

盧
綰
は
王
陵
と
と
も
に
漢
に
帰
還
す
る
。
漢
王
は
陵
母
の
自
刎
を
知
り
張
良
を
呼
び
、
太
史
官
に
命
じ
て
盛
大
に
そ
の
霊
を
祭

り
、
陵
母
に
太
夫
人
の
封
号
を
贈
る
。
王
陵
は
天
子
の
前
で
、
髪
を
振
り
乱
し
慈
母
に
哭
す
。「
陵
母
従
楚
営
内
、
乗
一
朵
黒
雲
、

空
中
慚
謝
皇
帝
。
祭
礼
処
、
若
為
陳
説
（
陵
母
は
楚
営
か
ら
、
一
む
れ
の
黒
い
雲
に
乗
り
、
空
中
か
ら
皇
帝
に
深
謝
す
る
。
祭

礼
の
場
面
、
そ
の
さ
ま
如
何
に
と
言
え
ば
）」
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以
上
の
よ
う
に
、
史
記
の
記
述
に
比
し
て
か
な
り
複
雑
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
王
重
民
は
史
記
と
変
文
の
相
違
点
と
し
て
次
の

五
点
を
挙
げ
て
い
る仡
。

一
、
史
記
に
は
王
陵
と
灌
嬰
の
斫
営
の
記
事
が
な
い
。

二
、
変
文
は
項
羽
が
陵
母
を
捕
縛
し
た
の
は
、
鍾
離
末
の
策
略
で
斫
営
の
怨
み
に
よ
る
も
の
。

三
、
変
文
で
は
盧
綰
を
漢
使
と
し
て
戦
書
を
持
た
せ
て
送
る
が
、
史
記
は
「
陵
使
」
と
す
る
の
み
。

四
、
変
文
は
盧
綰
の
前
で
陵
母
を
拷
問
す
る
が
、
史
記
で
は
東
に
向
か
っ
て
坐
ら
せ
て
敬
意
を
表
し
て
い
る
。

五
、
王
陵
が
盧
綰
を
再
び
楚
営
に
送
る
場
面
が
な
い
。

王
重
民
の
指
摘
の
よ
う
に
、
史
記
に
無
い
「
斫
営
」
の
場
面
を
加
え
る
こ
と
で
、
陵
母
の
捕
縛
の
動
機
づ
け
が
よ
り
明
確
に
な
り
、

「
斫
営
」
の
場
面
は
変
文
の
前
半
の
山
場
と
な
る仼
。
変
文
は
「
斫
営
」
で
登
場
す
る
灌
嬰
や
鍾
離
末
、
盧
綰
以
外
に
も
、
楚
側
で
は
季

布
、
雍
氏
、
丁
腰
、
漢
側
で
は
張
良
を
登
場
さ
せ
躍
動
的
な
物
語
に
改
変
し
て
い
る伀
。
王
重
民
は
特
に
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
変
文

は
陵
母
の
霊
を
祭
る
場
面
を
加
え
て
、
陵
母
伏
剣
の
物
語
の
大
団
円
と
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る伃
。
ま
た
、
⑦
で
息
子

が
母
か
ら
の
手
紙
だ
と
確
信
で
き
る
よ
う
に
自
分
の
髪
を
切
り
手
紙
に
い
れ
る
こ
と
を
申
し
出
て
、
項
羽
の
宝
剣
を
借
り
そ
の
宝
剣

で
自
刎
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
変
文
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

韻
文
に
入
る
ま
え
の
言
葉
か
ら
、
各
段
に
付
さ
れ
て
い
た
絵
を
推
定
す
れ
ば
、
①
王
陵
と
灌
嬰
が
高
祖
か
ら
下
賜
さ
れ
た
弓
矢
を

背
に
斫
営
に
向
か
う
場
面
、
②
二
将
が
楚
営
に
斬
り
込
み
楚
の
陣
営
が
混
乱
す
る
場
面
、
③
斫
営
を
終
え
た
王
陵
と
灌
嬰
が
楚
軍
の

追
跡
を
振
り
切
り
逃
げ
延
び
る
場
面
、
④
鍾
離
末
率
い
る
兵
が
陵
母
の
住
む
茶
城
村
を
取
り
囲
む
場
面
、
⑤
項
羽
が
陵
母
に
手
紙
を

書
く
よ
う
強
要
す
る
場
面
、
⑥
陵
母
の
言
葉
に
楚
将
も
胸
を
引
き
裂
か
れ
る
場
面
、
⑦
陵
母
自
刎
の
場
面
、
⑧
陵
母
の
霊
を
祭
る
場

面
と
な
る
。
①
～
③
は
斫
営
を
テ
ー
マ
と
し
た
場
面
で
前
半
の
山
場
で
あ
り
、
④
～
⑥
は
陵
母
伏
剣
に
至
る
場
面
で
⑤
⑥
で
は
気
丈



敦
煌
写
本
「
王
陵
変
文
」
に
つ
い
て

九

な
陵
母
と
覇
王
項
羽
の
非
道
さ
を
鮮
明
に
し
て
、
⑦
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
つ
な
げ
て
い
る
。
そ
し
て
⑧
で
大
団
円
す
る
。

王
陵
変
文
の
鈔
本
は
Ｓ
九
九
四
六
の
断
片
を
除
け
ば
、
み
な
ほ
ぼ
同
様
の
小
冊
子
で
あ
り
、
試
み
に
各
鈔
本
で
の
そ
の
段
が
す
べ

て
残
る
部
分
に
つ
い
て
行
数
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ス
タ
イ
ン
本
（
①
四
一
行
、
②
六
五
行
）　

北
大
図
本
（
①
四
九
行
、
②
七
〇
行
）

ペ
リ
オ
本　
（
②
六
八
行
、
③
三
五
行
、
④
五
一
行
、
⑤
二
二
行
、
⑥
二
四
行
、
⑦
八
三
行
、
⑧
一
六
行
）

①
②
③
の
斫
営
に
ま
つ
わ
る
部
分
が
一
四
〇
～
一
五
五
行
、
④
～
⑦
の
陵
母
伏
剣
に
ま
つ
わ
る
部
分
は
一
八
〇
行
あ
り
、
斫
営
の

核
が
第
二
段
、
陵
母
伏
剣
の
核
が
第
七
段
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三　

各
場
面
で
の
語
り
と
う
た

各
段
に
つ
い
て
「
絵
解
き
講
談
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
語
り
手
の
口
調
が
感
じ
ら
れ
る
部
分
、
散
文
と
韻
文
の
表
現
の
特
徴
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
王
陵
変
文
で
は
、
散
文
の
部
分
は
登
場
人
物
の
台
詞
の
部
分
を
除
け
ば
、
お
お
む
ね
四
言
句
、
六
言
句
が
用
い
ら

れ
平
仄
は
厳
密
に
は
整
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
あ
る
一
定
の
語
り
の
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
一
）「
斫
営
」
の
場
面
―
―
臨
場
感
、
緊
迫
感

小
隊
で
行
わ
れ
た
「
斫
営
」
が
楚
軍
に
大
打
撃
を
与
え
る
。
斫
営
の
場
面
で
は
、
壮
大
な
項
羽
の
陣
営
と
小
隊
の
斫
営
隊
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
鮮
明
に
し
て
、
如
何
に
し
て
斫
営
を
成
し
遂
げ
た
か
を
臨
場
感
、
緊
迫
感
を
も
っ
て
語
る
。
臨
場
感
、
緊
迫
感
は
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

緊
迫
感
を
高
め
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
前
兆
、
予
兆
を
演
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
圧
倒
的
な
勢
力
を
誇
る
楚
営
の
中
で
、
項
羽
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〇

は
何
か
胸
騒
ぎ
を
覚
え
て
い
た
。
第
二
段
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

樨
（
遅
）
紫
離
門
、
探
聴
更
号
。
玉
漏
相
伝
、
二
更
四
点
、
臨
入
三
更
。
看
々
則
是
、
斫
営
時
節
。
項
羽
帳
中
、
盛
寝
之
次
、

不
覚
精
神
恍
忽
、
神
思
不
安
、

然
驚
覚
、
遍
体
汗
流
。
人
是
六
十
万
之
人
、
営
是
五
花
之
営
。
遭
々

々
（
簇
々
）、
愇
々

惶
々
（
煒
々
煌
々
）。
令
人
肝
胆
、
奪
人
眼
光
。

（
王
陵
と
灌
嬰
は
）
紫
離
門
の
と
こ
ろ
に
留
ま
り
、
夜
の
見
回
り
の
音
を
聞
く
。
時
を
伝
え
て
、
二
更
四
つ
時
と
、
三
更
に
な

ろ
う
と
し
て
い
た
。
ま
さ
に
こ
れ
、
斫
営
の
時
。
項
羽
は
軍
帳
で
寝
入
っ
て
い
る
と
、
ふ
と
心
う
つ
ろ
と
な
り
、
胸
騒
ぎ
。
ハ
ッ

と
目
覚
め
、
全
身
に
汗
し
た
た
る
。
兵
士
は
六
十
万
人
、
軍
営
は
五
花
の
営
。
兵
士
は
群
が
り
、
輝
く
ば
か
り
。
人
の
肝
胆
を

お
の
の
か
せ
、
人
の
目
を
奪
う
ほ
ど
。

厳
重
な
警
備
、
壮
大
な
陣
営
の
中
で
、
一
人
不
安
に
お
の
の
く
項
羽
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
項
羽
は
当
直
の
季
布
を
呼

び
巡
営
を
す
る
よ
う
に
命
じ
る
。
そ
の
命
を
受
け
て
季
布
が
兵
営
を
回
る
場
面
に
、
中
軍
の
将
士
と
の
短
い
会
話
の
や
り
と
り
が
あ

る
。
鈔
本
で
は
話
者
を
記
入
し
て
い
な
い
。
こ
こ
は
、
語
り
手
が
声
の
調
子
を
変
え
て
演
じ
わ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
起
こ

る
斫
営
へ
の
緊
迫
感
を
高
め
て
い
る
。

季
布
応
声
唱
喏
、
領
三
百
将
士
、
当
時
便
往
巡
営
。
中
軍
家
三
十
将
士
、
各
執
闊
刃
驀
刀
、
当
時
便
唱
、
来
者
甚
人
。
季
布

答
、
我
是
季
布
。
縁
甚
事
得
到
此
間
。
奉
霸
王
巡
営
。
既
事
巡
営
、
有
号
也
無
。
季
布
答
曰
、
有
号
、
外
示
得
。
中
軍
家
将
士

答
、
裏
示
、
合
懼
（
契伹
）。
馬
門
閶
地
開
来
、
放
出
大
軍
。
二
将
弟
四
隊
、
挿
身
楚
下
。
並
無
知
覚
、
唯
有
季
布
、
奉
霸
王
巡
営
。

営
内
並
無
動
静
。

季
布
は
「
は
い
」
と
答
え
、
三
百
人
の
将
士
を
率
い
直
ち
に
巡
営
に
向
か
う
。
中
軍
の
部
隊
の
将
士
は
三
十
名
、
各
々
闊
刀

や
驀
刀
を
手
に
し
て
、「
誰
だ
」
と
声
を
あ
げ
る
。
季
布
は
答
え
「
季
布
だ
。」「
何
ゆ
え
こ
こ
に
参
っ
た
の
か
。」「
覇
王
か
ら
巡
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営
を
仰
せ
つ
か
っ
た
。」「
巡
営
な
ら
、
印
は
あ
る
か
。」
季
布
は
答
え
「
印
は
あ
る
、
見
せ
よ
う
」
と
。
中
軍
の
将
士
は
答
え

「
中
に
よ
こ
せ
。
よ
し
。」
馬
門
が
ガ
ァ
と
開
き
大
軍
が
ど
っ
と
放
た
れ
た
。
二
将
（
王
陵
と
灌
嬰
）
は
部
隊
を
四
つ
に
分
け
楚

軍
の
中
に
潜
り
込
ま
せ
た
。
何
も
知
ら
ず
、
季
布
は
た
だ
覇
王
の
命
を
奉
じ
巡
営
を
す
る
。
兵
営
内
に
は
何
の
異
常
も
な
い
。

楚
営
に
潜
り
込
ん
だ
王
陵
と
灌
嬰
の
小
隊
は
、
ま
ず
、
夜
回
り
の
兵
士
（「
知
更
官
健
」）
を
殺
害
し
斫
営
が
始
ま
る
。
散
文
は
こ

こ
ま
で
で
、
戦
闘
シ
ー
ン
は
絵
と
と
も
に
韻
文
で
詠
じ
ら
れ
る
。

羽
下
精
兵
六
十
万
、
団
軍
下
却
五
花
営　
　
　

項
羽
の
精
兵
六
十
万
、
陣
営
は
五
花
の
営
を
敷
く

将
士
夜
深
渾
睡
着
、
不
知
漢
将
入
偸
営　
　
　

将
士
深
夜
渾
々
と
眠
り
、
漢
将
の
営
に
忍
び
込
む
を
知
ら
ず

王
陵
擡
刀
南
伴
斫
、
将
士
初
従
夢
裏
驚　
　
　

王
陵
刀
を
振
り
あ
げ
南
へ
き
り
こ
む
、
将
士
は
じ
め
て
夢
か
ら
覚
め
る

従
帳
下
来
猶
未
醒
、
乱
煞
何
曾
識
姓
名　
　
　

帳
よ
り
出
る
も
な
お
覚
め
や
ら
ず
、
騒
然
と
し
て
誰
が
誰
だ
か

暗
地
行
刀
声
劈
々
、
帳
前
死
者
乱
蹤
横　
　
　

暗
闇
に
刀
を
振
る
う
音
響
き
、
帳
前
に
は
死
者
散
乱

項
羽
領
兵
至
北
面
、
不
那
南
辺
有
灌
嬰　
　
　

項
羽
は
兵
を
率
い
て
北
に
至
る
も
、
い
か
ん
せ
ん
灌
嬰
は
南
に
あ
り

灌
嬰
掲
幕
蹤
横
斫
、
直
擬
今
霄
（
宵
）
作
血
坑　
　

灌
嬰
は
陣
幕
を
掲
げ
縦
横
に
切
り
こ
み
、
ま
さ
に
今
宵
は
血
の
海
に
せ
ん

項
羽
連
声
唱
禍
事
、
不
遣
諸
門
乱
出
兵　
　
　

項
羽
は
惨
事
に
何
度
も
声
を
あ
げ
、
諸
門
か
ら
外
へ
兵
士
を
出
す
な
と

二
将
驀
営
行
数
里
、
在
後
唯
聞
相
煞
聲　
　
　

二
将
は
猛
然
と
陣
を
脱
け
る
こ
と
数
里
、
後
に
た
だ
殺
し
合
う
音
を
聞
く

王
陵
変
文
に
あ
っ
て
は
散
文
と
韻
文
の
役
割
が
異
な
り
、
散
文
は
絵
に
描
か
れ
た
場
面
に
入
る
ま
で
の
解
説
で
あ
り
、
韻
文
は
絵

を
効
果
的
に
詠
い
あ
げ
る
。
山
場
は
常
に
絵
で
示
さ
れ
、
語
り
手
は
韻
文
を
時
に
荒
々
し
く
激
情
的
に
、
時
に
切
々
と
情
感
を
込
め

て
詠
い
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
第
三
段
の
王
陵
と
灌
嬰
が
楚
軍
の
追
っ
手
か
ら
逃
げ
延
び
る
シ
ー
ン
で
、
韻
文
の
結
び
に
「
伝
語
江
東

項
羽
道
、
我
是
王
陵
及
灌
嬰
（
江
東
の
項
羽
に
伝
え
よ
、
我
は
王
陵
そ
し
て
灌
嬰
で
あ
る
）」
と
名
乗
り
を
上
げ
て
、
斫
営
の
段
は
幕



お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報　

第
三
十
二
号

一
二

を
閉
じ
る
。

（
二
）「
陵
母
伏
剣
」
の
場
面
―
―
陵
母
と
項
羽
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

第
四
段
か
ら
第
七
段
ま
で
は
、
陵
母
伏
剣
の
場
面
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
第
七
段
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
段
に
は
、
気

丈
な
陵
母
と
非
道
な
覇
王
が
対
照
的
に
表
現
さ
れ
る
。

大
仰
な
身
な
り
の
覇
王
が
、
何
十
人
も
の
兵
士
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
き
た
陵
母
に
息
子
を
呼
び
出
す
手
紙
を
書
け
と
迫
る
場
面
、

第
五
段
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

三
十
武
士
、
各
執
刀
棒
、
駆
逐
陵
母
。
霸
王
親
問
、
身
穿
金
鉀
、
掲
去
頭
牟
、
搭
箭
彎
弓
、
臂
上
懸
剣
。
駆
逐
陵
母
、
直
至

帳
前
。
嚇
恊
（
脅
）
陵
母
言
云
、
肯
修
書
詔
児
已
不
。

三
十
人
の
武
士
は
、
各
々
刀
棒
を
手
に
し
て
陵
母
を
駆
り
立
て
る
。
覇
王
は
自
ら
尋
問
す
る
に
、
金
の
甲
冑
に
身
を
固
め
、

か
ぶ
と
を
も
た
げ
、
弓
を
張
っ
て
矢
を
つ
が
え
、
肩
に
剣
を
か
け
る
。
陵
母
は
駆
り
立
て
ら
れ
て
帳
前
に
至
る
。
陵
母
を
脅
し
、

手
紙
を
書
い
て
息
子
を
呼
ば
ぬ
か
と
。

非
道
な
覇
王
に
陵
母
は
自
ら
の
死
を
決
意
す
る
。
第
五
段
の
韻
文
は
、「
但
願
漢
存
朝
帝
闕
，
老
身
甘
奉
入
黃
泉
（
願
わ
く
は
漢
の

朝
廷
と
な
ら
ん
こ
と
を
、
老
身
甘
ん
じ
て
黄
泉
の
国
に
向
か
わ
ん
」
の
二
句
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

第
六
段
に
も
、
非
道
な
項
羽
の
行
い
が
陵
母
の
言
葉
で
語
ら
れ
、
楚
兵
た
ち
が
涙
す
る
。

迴
頭
乃
報
楚
家
将
、
大
須
帰
家
着
鄉
土　
　
　
　
　

振
り
返
り
楚
の
将
士
に
言
う
、
必
ず
家
に
帰
り
郷
土
を
想
え

一
朝
児
郎
偷
得
高
皇
号佖
、
還
解
捉
你
児
郎
母　
　
　

汝
が
高
祖
の
印
を
偸
め
ば
、
汝
の
母
が
捉
え
ら
れ
よ
う
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三
々
五
々
暗
中
渧
、
各
々
思
家
総
擬
帰　
　
　
　
　

三
々
五
々
し
の
び
泣
き
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
故
郷
を
想
い
帰
ら
ん
と

諸
将
相
看
淚
如
雨
、
莫
恠
今
朝
声
哽
噎　
　
　
　
　

将
士
相
見
れ
ば
涙
雨
の
如
く
、
こ
の
む
せ
び
泣
く
声
を
責
め
る
な

蓋
有
霸
王
行
事
虛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覇
王
の
行
い
は
み
な
虚
し

第
七
段
は
盧
綰
が
漢
と
楚
を
往
復
し
な
が
ら
物
語
が
展
開
し
、
や
や
複
雑
な
内
容
構
成
の
た
め
か
、
他
の
段
よ
り
散
文
部
分
が
多

く
な
る
。
こ
の
段
の
死
を
覚
悟
し
た
陵
母
と
覇
王
の
会
話
の
場
面
で
も
、
話
者
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
も
語
り
の
聞
か
せ
ど
こ

ろ
で
あ
る
。

陵
母
於
霸
王
面
前
、
口
丞
（
承
）
修
書
招
児
。
霸
王
聞
語
、
龍
顏
大
悅
。
陵
母
招
児
、
何
用
咨
陳
。
不
用
別
物
、
請
大
王
腰

間
太
哥
（
阿
）
宝
剣
。
但
緣
招
児
、
要
寡
人
宝
剣
、
作
何
使
用
。
前
後
修
書
招
児
、
児
並
不
信
。
若
借
大
王
宝
剣
、
卸
下
一
子

頭
髪
、
封
在
書
中
、
児
見
頭
髮
、
星
夜
倍
程
、
入
楚
救
母
。
霸
王
聞
語
、
拔
太
哥
（
阿
）
剣
、
度
与
陵
母
。
陵
母
得
剣
、
去
霸

王
三
十
余
步
、
為
報
我
王
知
。
陵
母
遂
乃
自
刎
身
終
。

陵
母
は
覇
王
の
前
で
、
呼
び
寄
せ
状
を
書
く
と
承
諾
。
覇
王
は
そ
れ
を
聞
く
や
満
面
の
笑
み
。「
息
子
を
呼
び
寄
せ
る
に
、
何

か
言
う
こ
と
は
あ
る
か
。」「
他
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
大
王
様
の
腰
の
太
阿
の
宝
剣
を
お
願
い
し
ま
す
。」「
息
子
を
呼
び
寄
せ

る
の
に
、
我
が
宝
剣
が
必
要
と
は
、
何
に
使
う
の
か
。」「
呼
び
寄
せ
状
を
い
く
ど
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
息
子
は
決
し
て
信
じ
ま

せ
ん
。
も
し
大
王
様
の
宝
剣
を
借
り
、
髪
を
一
束
切
り
、
書
状
の
中
に
入
れ
れ
ば
、
息
子
は
髪
を
見
て
、
か
な
ら
ず
急
い
で
楚

に
入
り
、
母
を
救
い
に
参
り
ま
す
。」
覇
王
は
そ
れ
を
聞
く
と
、
太
阿
の
宝
剣
を
抜
き
、
陵
母
に
渡
す
。
陵
母
は
剣
を
受
け
取
る

と
、
覇
王
か
ら
三
十
余
歩
退
い
て
、「
我
が
王
に
知
ら
せ
よ
」
と
。
陵
母
は
そ
し
て
自
刎
し
て
果
て
た
。

こ
の
後
に
「
其
時
天
地
失
瑕
之
（
無
）
光
、
而
為
転
説
」
と
韻
文
が
始
ま
り
、
盧
綰
が
王
陵
と
漢
王
に
陵
母
の
自
刎
と
伝
言
を
報
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告
し
、
王
陵
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
悲
痛
な
思
い
に
我
が
身
を
苛
み
、
不
孝
者
の
自
分
を
責
め
、
鍾
離
末
へ
の
復
讐
を
誓
っ
て
こ
の
段

は
終
わ
る侒
。

（
三
）
第
八
段
―
―
賢
母
と
忠
臣

第
八
段
で
は
、
漢
王
、
盧
綰
、
王
陵
、
陵
母
の
霊
が
登
場
し
大
団
円
と
な
る
。
こ
の
段
の
韻
文
を
引
く
。

嗚
呼
苦
哉
将
軍
母
、
受
気
之
心
如
（
茹
）
辛
苦　
　

あ
あ
苦
し
き
か
な
将
軍
の
母
、
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
辛
苦
を
嘗
め
る

寡
人
何
幸
得
如
斯
、
常
得
忠
臣
相
借
助　
　
　

我
（
漢
王
）
は
何
と
果
報
者
、
常
に
忠
臣
を
得
て
助
け
ら
れ
る

是
時
王
陵
哭
母
説
、
遥
望
楚
営
青
鬱
　々
　
　

こ
の
時
王
陵
は
母
を
哭
し
て
い
う
、
遥
か
に
望
め
れ
ば
楚
営
の
鬱
々
と
し
た
気

昨
日
投
項
為
招
児
、
天
下
声
名
無
数
衆　
　
　
（
我
が
母
は
）
項
羽
に
投
じ
て
我
を
招
き
、
天
下
に
そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
す

王
陵
在
後
莫
須
憂
，
必
拝
王
陵
封
万
戸　
　
　

王
陵
も
は
や
憂
い
な
し
、
必
ず
王
陵
万
戸
の
領
地
を
拝
領
す
る

最
後
の
段
は
、
賢
君
漢
王
と
忠
臣
王
陵
そ
し
て
賢
母
陵
母
が
讃
え
ら
れ
、
忠
臣
を
支
え
る
賢
母
の
物
語
に
終
わ
る
。
こ
の
漢
王
に

感
謝
す
る
陵
母
の
霊
の
一
幕
を
加
え
る
こ
と
で
、
教
訓
的
な
物
語
と
し
て
終
結
さ
せ
て
い
る
。
王
陵
変
文
の
書
写
者
が
「
孔
目
官
」

と
い
う
役
人
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
臣
下
と
し
て
の
心
得
を
託
し
た
物
語
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

王
陵
変
文
は
構
成
や
演
出
か
ら
見
て
か
な
り
完
成
度
の
高
い
絵
解
き
講
談
と
い
え
る
。
王
重
民
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
王
陵

変
文
は
『
西
漢
演
義
』
と
大
筋
で
符
合
し
て
い
る
。『
西
漢
演
義
』
が
元
曲
の
顧
仲
清
「
陵
母
伏
剣
」
を
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
は
高

い
が
、
元
曲
「
陵
母
伏
剣
」
は
名
の
み
残
さ
れ
原
本
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
。
王
陵
変
文
は
史
記
か
ら
西
漢
演
義
を
つ
な
ぐ
位
置
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に
あ
り
、
中
原
か
ら
伝
わ
っ
た
講
談
の
テ
キ
ス
ト
を
踏
襲
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

王
陵
変
文
と
同
じ
よ
う
な
戦
記
物
語
、
例
え
ば
王
陵
変
文
と
同
じ
く
楚
漢
の
争
い
を
テ
ー
マ
と
し
た
捉
季
布
伝
文
、
そ
し
て
帰
義

軍
節
度
使
に
ま
つ
わ
る
張
議
潮
変
文
や
張
淮
深
変
文
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
口
を
比
較
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

注（
1
）　
『
金
石
萃
編
』
巻
二
十
二
「
武
氏
石
室
画
像
題
字
」
に
陵
母
伏
剣
の
故
事
が
み
え
、
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
）　

班
彪
「
王
命
論
」
に
「
王
陵
之
母
、
亦
見
項
氏
之
必
亡
、
而
劉
氏
之
将
興
也
。
是
時
、
陵
為
漢
将
。
而
母
獲
於
楚
。
有
漢
使
来
。
陵
母
見
之

謂
曰
、
願
告
吾
子
。
漢
王
長
者
。
必
得
天
下
。
子
謹
事
之
、
無
有
二
心
。
遂
対
漢
使
、
伏
剣
而
死
、
以
固
勉
陵
。
其
後
、
果
定
於
漢
、
陵
為
宰

相
封
侯
。」
と
あ
る
。

（
3
）　
『
敦
煌
古
籍
叙
録
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
）
ま
た
、『
敦
煌
変
文
録
文
録
』
下
冊
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
）
所
録
。

（
4
）　

王
重
民
の
挙
げ
る
版
本
は
剣
嘯
閣
批
評
本
『
西
漢
演
義
』
巻
五
、
第
六
十
回
「
知
漢
興
陵
母
伏
剣
」。

（
5
）　

金
岡
照
光
『
敦
煌
の
文
学
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
七
一
）、「
変
・
変
相
・
変
文
札
記
」（『
東
洋
学
論
叢
』
三
〇
、
一
九
七
七
）、『
敦
煌
の
絵

物
語
』（
東
方
書
店
、
一
九
八
一
）
な
ど
参
照
。 

（
6
）　

李
賀
「
許
公
子
鄭
姫
歌
」
に
「
長
翻
蜀
紙
巻
明
君
、
転
角
含
商
破
碧
雲
」、
王
建
「
観
蛮
妓
」
に
「
欲
説
昭
君
斂
翠
蛾
、
清
声
委
屈
怨
于
歌
」

の
句
あ
り
。

（
7
）　
『
法
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
西
域
文
献
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）
の
標
題
に
よ
る
。
な
お
、
壬
寅
年
は
九
四
二
年
。

（
8
）　

栄
新
江
『
英
国
図
書
館
蔵
敦
煌
漢
文
非
仏
教
文
献
残
巻
目
録
』（
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
九
四
）
で
は
、
そ
の
所
蔵
者
を
「
潘
吉
星
」
と

し
て
い
る
。

（
9
）　
「
氾
孔
目
学
士
郎
」
の
肩
書
を
持
つ
者
が
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
Ｓ
五
四
四
一
「
大
漢
三
年
季
布
罵
陣
詞
文
」
が
あ
り
、こ
の
題
記
「
太

平
興
〔
国
〕
三
年
戊
寅
歳
四
月
十
七
日　

氾
孔
目
学
仕
郎　

陰
奴
児　

自
手
写
季
布
一
巻
」
の
後
に
「
○
須
？
子
、
○
唱
」
と
あ
り
、
陰
奴
児

が
書
写
し
た
も
の
を
、
別
人
が
歌
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
拙
書
『
敦
煌
文
書
に
み
る
学
校
教
育
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
）
第
一
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一
六

章
附
載
「
学
郎
題
記
リ
ス
ト
」
参
照
。
ま
た
拙
稿
「
敦
煌
の
学
郎
題
記
に
み
る
学
校
と
学
生
」（『
唐
代
史
研
究
』
一
四
、
二
〇
一
一
）
に
補
訂

リ
ス
ト
を
載
せ
た
。

（
10
）　

川
口
久
雄
「
敦
煌
変
文
の
素
材
と
日
本
文
学
―
楚
滅
漢
興
王
陵
変
・
蘇
武
李
陵
執
別
詞
と
わ
が
戦
記
文
学
」『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
（
文

学
篇
）』
三
、
一
九
五
五
。
金
岡
照
光
「「
王
陵
」「
李
陵
」
変
文
等
に
つ
い
て
―
敦
煌
本
講
史
類
の
一
側
面
」（『
東
洋
学
研
究
』
二
、
一
九
六

七
）

（
11
）　

注
（
５
）
参
照
。
な
お
、
Ｐ
四
五
二
四
「
降
魔
変
文
画
巻
本
」
で
は
、
絵
の
裏
に
は
詩
の
書
写
が
あ
る
。

（
12
）　
（
一
）『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
一
四
、
一
九
七
八
。（
二
）『
同
』
一
五
、
一
九
七
九
。（
三
）『
同
』
一
八
、（
四
）『
同
』
二
三
・
二
四
、

一
九
八
六
・
九
七
。
な
お
、
こ
れ
は
未
完
で
あ
り
、
第
二
段
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
劉
瑞
明
「《
漢
将
王
陵
変
》
与
《
捉
季
布
伝
文
》

校
注
」（『
敦
煌
学
輯
刊
』
二
〇
〇
二
－
二
）
も
参
照
。

（
13
）　

知
更
官
健
に
つ
い
て
は
金
岡
訳
注
参
照
。

（
14
）　
「
一
、
史
記
無
王
陵
与
灌
嬰
斫
楚
営
事
。
二
、
変
文
謂
項
羽
捉
陵
母
、
為
用
鍾
離
末
計
、
為
報
斫
営
之
恨
、
史
記
僅
称
「
得
陵
母
置
軍
中
」、

蓋
因
其
降
漢
故
。
三
、
変
文
称
盧
綰
為
漢
使
遞
戦
書
、
史
記
僅
称
「
陵
使
」、
未
指
姓
名
、
但
定
非
盧
綰
？　

四
、
変
文
謂
項
羽
在
盧
綰
面
前

苦
辱
陵
母
、
史
記
則
称
「
東
郷
坐
陵
母
」、
非
苦
辱
、
実
為
尊
敬
。
五
、
王
陵
邀
盧
綰
再
到
楚
営
一
段
所
無
」

（
15
）　

王
重
民
は
「
斫
営
」
の
場
面
は
、『
漢
書
』
巻
四
一
灌
嬰
伝
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（
16
）　

項
楚
『
選
注
』
は
丁
腰
は
「
丁
公
」、
雍
氏
は
「
雍
歯
」、
鍾
離
末
は
「
鍾
離
昧
」
に
付
会
し
た
人
名
と
み
て
い
る
。

（
17
）　

川
口
久
雄
は
、
陵
母
の
魂
祭
り
の
儀
式
で
終
わ
る
の
は
、
王
昭
君
変
文
と
同
様
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
注
（
10
）
参
照
。

（
18
）　

劉
瑞
明
の
校
注
に
よ
る
。
注
（
12
）
参
照
。

（
19
）　

こ
の
句
は
九
字
で
あ
り
、
な
に
か
衍
字
が
混
入
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
韻
文
の
途
中
で
散
文
的
な
語
り
口
調
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）　

変
文
原
文
「
王
陵
既
見
使
人
説
、
肝
腸
寸
断
如
刀
割
。
挙
身
自
撲
似
山
崩
、
耳
鼻
之
中
皆
灑
血
。
阿
孃
何
必
到
如
斯
、
蓋
是
逆
児
行
事
拙
。

倘
若
一
朝
漢
家
興
、
挙
手
先
斬
鍾
離
末
。」


